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掛川市教育委員会規則第１０号

掛川市立小学校及び中学校の管理に関する規則の一部を改正する規則をここに制定する。

平成２８年４月２８日

掛川市教育委員会教育長
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掛川市立小学校及び中学校の管理に関する規則の一部を改正する規則

掛川市立小学校及び中学校の管理に関する規則（平成17年掛川市教育委員会規則第16号）の一部

を次のように改正する。

第３条第２項中「前項」を「前２項」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１

項を加える。

２ 前項の規定にかかわらず、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出て、学年を第１学期、第２

学期及び第３学期に分けることができる。この場合において、各学期の期間は、次の各号に掲げ

る区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 第１学期 ４月１日から次条第１項第４号に規定する夏季休業日の末日まで

(2) 第２学期 第１学期の末日の翌日から12月31日まで

(3) 第３学期 翌年の１月１日から３月31日まで

附 則

１ この規則は、平成29年４月１日から施行する。

２ 改正後の掛川市立小学校及び中学校の管理に関する規則の規定を施行するために必要な手続、

準備その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。


